
平成１６年(ネ)第３６８４号損害賠償等請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成
１５年(ワ)第６２５２号）
                        判　　　　　決　　　
　　　　　控訴人（１審原告）　　　Ａ
　　　　　同訴訟代理人弁護士　　　豊田幸宏
　　　　　同　　　　　　　　　　　仙波啓孝
　　　　　被控訴人（１審被告）　　Ｂ
　　　　　同訴訟代理人弁護士　　　橋本長平
　　　　　同　　　　　　　　　　　小林千春
                        主　　　　　文　　　
                １　本件控訴を棄却する。　　　　　　　　
                ２　控訴費用は，控訴人の負担とする。　　
                          事実及び理由　　　
第１　控訴の趣旨等
　１　原判決を取り消す。
　２　被控訴人は，「Bioorganic & Medicinal Chemistry」誌に掲載された原判決
別紙（２）の論文について，同論文が控訴人の著作である原判決別紙（１）の論文
の研究成果に依拠しているものであることを同誌に通知せよ。
　３　被控訴人は，控訴人に対し，５５０万円及びこれに対する平成１５年６月２
９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　４　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
　５　仮執行宣言
第２　事案の概要
　１　本件は，大学の研修員であった控訴人が，同大学の教授である被控訴人に対
し，被控訴人外３名がその名義で発表した論文は，控訴人の著作物である論文の複
製ないし翻案であって，控訴人の著作者人格権（氏名表示権及び同一性保持権）を
侵害するものであると主張し，著作権法１１５条に基づく名誉回復措置として，被
控訴人外３名の発表した論文は控訴人の著作物である論文の研究成果に依拠してい
ることを被控訴人外３名の発表した論文を掲載した雑誌に通知することを請求し，
また，上記著作者人格権侵害に基づく損害賠償を請求した事案である。
　　　原審は，被控訴人外３名の発表した論文は控訴人の著作物である論文の複製
ないし翻案に当たらず，控訴人の著作者人格権を侵害するものではないとして，控
訴人の請求をいずれも棄却したため，控訴人が本件控訴を提起した。
　　（以下，控訴人を「原告」，被控訴人を「被告」という。）
　２　前提となる事実
　　　当事者間に争いのない事実並びに各項に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により
容易に認定できる事実は，原判決２頁６行目から３頁７行目までに記載のとおりで
あるから，これを引用する。ただし，２頁２３行目及び３頁２行目の各「別紙」を
いずれも「原判決別紙」と，同５行目の「Ｃ」を「Ｄ」と各改める。
　３　争点及び争点に関する当事者の主張
　　　次のとおり付加，訂正等するほかは，原判決３頁９行目から８頁１０行目ま
でに記載のとおりであるから，これを引用する。
　　(1)　３頁１５行目の「立案し，」の次に「同年８月から実験を開始し，」を，
同行目の「Ｅから」の次に「同年９月に」を各加え，同行目から１６行目にかけて
の「同年８月から同年１０月までにかけて」を「同月から同年１０月にかけて更
に」と改め，同１７行目の「そのころから」の次に「原告が」を加える。
　　(2)　４頁１０行目，同２２行目から２３行目にかけて及び５頁１行目の各「科
学的知見」をいずれも「自然科学上の知見」と改め，４頁１２行目の「同じか」の
次に「，」を加え，同１４行目の「別紙」を「原判決別紙」と，同末行の「科学分
野」を「自然科学分野」と各改める。
　　(3)　５頁８行目から同１２行目までを次のとおり改める。
　　　「　自然科学上の知見は，単なるアイデアではないが，一方で誰しもが認識
できる客観的な存在としての社会的事件というものでもない。
　　　　　自然科学上の知見を認識できるように表現する場合，知見を得た者の論
理的な説明すなわち表現によって，当該知見は初めて一般的に理解され得るものと
なるのであるから，その説明の表現技法は十分尊重されなければならない。その表
現技法は，論理性，一義性，明確性等の要請があるのであって，当該自然科学上の
知見を一般的に認識できるような論理的かつ簡潔な表現も，著作権法上保護される



べきものである。」
　　(4)　５頁１７行目の「位置づけており」を「位置づけられており」と改め，同
２５行目の「Ｅの」の前に「，」を加え，６頁１６行目の「上記」を「前記」と，
同２０行目の「別紙」を「原判決別紙」と各改め，同２３行目から同２５行目まで
を削る。
　　(5)　７頁８行目の「原告が作成し，Ｅに提出されたレポートは，」を「原告
は，平成１１年１月，Ｅに対してレポートを提出したが，上記レポートは，」と改
め，同１１行目の「していない」の次に「（上記レポートは，原告論文と類似して
いるが，細部において異なる点がある。）」を加え，８頁６行目の「遂行」を「追
行」と改める。
　　(6)　原判決別紙Ａ１頁３行目の「論点は同じ」の次に「で」を加え，同４行目
の「ウィタノライドⅥ」を「ウィタノサイドⅥ」と，同２頁１７行目の「（４
頁）」を「（４～５頁）」と，同４頁１１行目から１２行目にかけて及び同１６行
目の各「あたえませんでした」をいずれも「与えなかった」と，同５頁８行目の
「（８頁）」を「（８～９頁）」と各改める。
第３　当裁判所の判断
　１(1)　言語の著作物の翻案とは，既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本
質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変更等を加えて，新
たに思想又は感情を創作的に表現することにより，これに接する者が既存の著作物
の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為を
いう。そして，著作権法は，思想又は感情の創作的な表現を保護するものである
（２条１項１号参照）から，既存の著作物に依拠して創作された著作物が，思想，
感情若しくはアイデア，事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上
の創作性がない部分において，既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合に
は，翻案には当たらないと解するのが相当である（最高裁判所第一小法廷平成１３
年６月２８日判決・民集５５巻４号８３７頁参照）。
　　　　なお，既存の著作物に依拠し，その表現上の本質的な特徴の同一性のある
ものを作成する行為のうち，新たな思想又は感情の創作的な表現が加えられていな
い場合は，複製に当たる。
　　(2)　そうすると，被告論文に，原告論文に記載されているのと同一の自然科学
上の知見が記載されているとしても，自然科学上の知見は表現それ自体ではないか
ら，このことをもって直ちに被告論文が原告論文の複製又は翻案であるとはいえ
ず，原告の著作者人格権が侵害されたということもできない。被告が被告論文を作
成し，発表したことが，原告論文についての原告の著作者人格権としての氏名表示
権ないし同一性保持権を侵害したものであるか否かを判断するためには，原告論文
の表現と被告論文の表現とを対比するのが相当であって，両論文に記載されている
自然科学上の知見，すなわち研究の過程や成果についての内容を対比すべきもので
はない。
　　　　原告論文及び被告論文は，いずれも英文の論文であり，対比すべきは上記
のとおり両論文の記載内容ではなく表現それ自体であるから，その対比は，原文で
ある英文同士で行うのが相当である。
　　　　これに対し，原告は，実験分野の論文では，何よりもその表現によって裏
付けられている論理の過程そのものがより重要な要素であるから，表現上の相違が
あるからといって著作者人格権を侵害していないとはいえないなどと主張するが，
上記主張は前記説示に照らして採用することができない。
　　(3)　また，前記のとおり，表現それ自体の同一性が認められる場合であって
も，当該記述が，表現上の創作性がないものであるときには，当該記述は著作権法
の保護を受けることができない。
        自然科学論文，ことに本件のように，ある物質の性質を実験により分析し
明らかにすることを目的とした研究報告として，その実験方法，実験結果及び明ら
かにされた物質の性質等の自然科学上の知見を記述する論文は，同じ言語の著作物
であっても，ある思想又は感情を多様な表現方法で表現することができる詩歌，小
説等と異なり，その内容である自然科学上の知見等を読者に一義的かつ明確に伝達
するために，論理的かつ簡潔な表現を用いる必要があり，抽象的であいまいな表現
は可能な限り避けられなければならない。その結果，自然科学論文における表現
は，おのずと定型化，画一化され，ある自然科学上の知見に関する表現の選択は，
極めて限定されたものになる。
        したがって，自然科学論文における自然科学上の知見に関する表現は，一



定の実験結果からある自然科学上の知見を導き出す推論過程の構成等において，特
に著作者の個性が表れていると評価できる場合などは格別，単に実験方法，実験結
果，明らかにされた物質の性質等の自然科学上の知見を定型的又は一般的な表現方
法で記述しただけでは，直ちに表現上の創作性があるということはできず，著作権
法による保護を受けることができないと解するのが相当である。
　　　　これに対し，原告は，自然科学上の知見の表現においては，表現技法は，
論理性，一義性，明確性等の要請があり，当該自然科学上の知見を一般的に認識し
得るようにするための論理的かつ簡潔な表現技法も，著作権法上保護されるべきも
のであると主張する。
　　　　しかしながら，原告主張のような表現技法について著作権法による保護を
認めると，結果的に，自然科学上の知見の独占を許すことになり，著作権法の趣旨
に反することは明らかである。
　　　　したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
　　(4)　さらに，原告は，複数の研究者で共同研究した場合の研究成果について
は，個々の研究者がその役割に応じて，論文発表に際しては当然に共同執筆者とし
ての地位が与えられるべきであり，研究者の了解なく，その氏名を表示せずに論文
を発表することは著作者人格権としての氏名表示権及び同一性保持権を侵害するも
のであるとも主張する。
　　　　確かに，証拠（甲第６ないし第９号証，第１８号証，乙第１２，第１３号
証，原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，本件研究において原告が相当程度の役
割を果たし，原告が得た研究成果の一部が被告論文に反映されていることが認めら
れ，これによれば，被告論文が原告論文に依拠していると考えられなくはないが，
原告が本件研究の共同研究者であるという一事をもって当然に被告論文の共同著作
者の地位を取得するということはできず，上記主張は独自の見解であって採用する
ことができない。
　２　以上の見地から，原告論文（甲１）と被告論文（甲２）とを原文（英文）同
士で対比して検討すると，以下のとおり，原告論文のうち原告が両論文が類似して
いる点として主張する部分は，表現それ自体ではない部分（自然科学上の知見）を
除けば，表現上の創作性があるとは認められず，また，そうでないとしても，原告
論文と被告論文は，表現上の本質的な特徴の同一性があるということができない
か，類似しているとはいえない。
　　　なお，原告が両論文が類似している点として主張するもののうち，原判決別
紙Ａ「類似点についての原告の主張」(1)①ないし⑭部分の両論文の原文は，原判決
別紙Ｃ１７頁８行目の「torelance」を「tolerance」と，同２０頁２４行目の
「０．３ｎＭ」を「０．３」と各改めるほか，それぞれ原判決別紙Ｃ「原告主張(1)
部分の原文」のとおりである（原判決別紙Ｃは，原判決別紙Ｂ「類似点についての
被告の主張」記載のものと異なる部分があるが，これは原判決別紙Ｂに記載された
両論文の引用が不正確なことによる。）。
　　(1)　①部分について
　　　ア　原告論文の①部分の意味内容は，「インド人参の二つの主成分であるウ
ィタフェリンＡ及びＷＳ－４（ウィタノサイドⅥ）は，クロニジンによって誘発さ
れる耐性を減弱化させた」という自然科学上の知見を記述したものであり，被告論
文の①部分の意味内容も，ほぼ同旨の自然科学上の知見を記述したものであると認
められる。
　　　イ　しかしながら，原告論文の①部分には，特に原告の個性が表れた表現は
見当たらず，同部分は，前記自然科学上の知見を読者に一義的かつ明確に伝達する
ために，一般的に用いられる表現を用いているにすぎないと認められる。
　　　　　そうすると，原告論文の①部分は，表現上の創作性があるとはいえな
い。
　　　ウ　また，前記イの点をおいても，被告論文の①部分は，原告論文の①部分
と異なり，クロニジンによって誘発される耐性について，「試験管内の実験におい
て，モルモット回腸の電気刺激で」（on electrically stimulated guinea-pig 
ileum in vitro）という説明がされていること，原告論文の①部分と被告論文の①
部分は，英文表現の構文において全く異なること，例えば「耐性」という単語につ
き，原告論文は「tolerance」，被告論文は「tachyphylaxis」を用いているなど，
具体的な表現において異なったものとなっていることが認められる。
　　　　　してみると，被告論文の①部分のうち，原告論文の①部分と同一性を有
する部分は，表現それ自体ではない部分（自然科学上の知見）にすぎず，他方，上



記相違点を考慮すれば，被告論文の①部分の表現から原告論文の①部分の表現上の
本質的な特徴を直接感得することはできないというべきであるから，原告論文の①
部分と被告論文の①部分は，表現上の本質的特徴の同一性があるということもでき
ない。
　　(2)　②部分について
　　　　原告論文の②部分及び被告論文の②部分は，いずれも冒頭に「It is(was) 
reported that」という記載があり，また，出典が明記されていることからすれば，
いずれも他の論文（Kulkarni,S.K.;Ninan,I.J.Ethnopharmacol. 1997,57,213.）中
の記載を引用したものにすぎず，原告論文の②部分の表現自体に創作性があるとは
認められない。
　　(3)　③部分について
　　　ア　原告論文の③部分の意味内容は，「クロニジン（０．３から１００ｎ
Ｍ）は用量依存的に回腸の収縮の阻害を示す。その５０％阻害する用量は４．２ｎ
Ｍであった。クロニジン（１０ｎＭ）と９０分接触させておくと，その収縮は６
８．６±１１．４％にまで減弱された。収縮抑制力が減弱されたことを示す。この
時の５０％阻害する用量は１５ｎＭに移動した。」という実験結果及びこれにより
導かれる自然科学上の知見を記述したものである。
　　　　　他方，被告論文の③部分の意味内容も，ほぼ同旨の実験結果等を記述し
たものであると認められる。
　　　イ　しかしながら，原告論文の③部分には，特に原告の個性が表れた表現は
見当たらず，同部分は，前記実験結果等を読者に一義的かつ明確に伝達するため
に，一般的に用いられる表現を用いているにすぎないと認められる。
　　　　　また，文章の順序も，前記実験結果及びこれにより導かれる自然科学上
の知見を論理的に表現するためには，原告論文の③部分のような順序で記述するの
が通常であると認められる。
　　　　　そうすると，原告論文の③部分は，表現上の創作性があるとはいえな
い。
　　　ウ　また，前記イの点をおいても，原告論文の③部分と被告論文の③部分
は，説明の順序が共通することが認められるけれども，「収縮抑制力が減弱され
た」という部分については，原告論文は「the original active doses were less 
effective in causing a reduction in the twitch」という表現を，被告論文
は「their effective concentrations in the first treatment were less 
effective to the twitch responses」という表現をそれぞれ用いるなど，具体的な
表現において異なったものとなっていることが認められる。
          してみると，被告論文の③部分のうち，原告論文の③部分と同一性を有
する部分は，表現それ自体ではない部分（実験結果及び自然科学上の知見）にすぎ
ず，上記相違点を考慮すれば，被告論文の③部分の表現から原告論文の③部分の表
現上の本質的な特徴を直接感得することはできないというべきであるから，原告論
文の③部分と被告論文の③部分は，表現上の本質的特徴の同一性があるということ
もできない。
　　(4)　④部分について
　　　ア　原告論文の④部分の意味内容は，「クロニジンの耐性の生じていない回
腸片にまずクロニジンだけの反応曲線を得，２回目はその１０分前にウィタフェリ
ンＡ及びＷＳ－４（１０μＭと３０μＭ）を添加した。このときはクロニジンの収
縮に何ら変化はなかった。一方，クロニジンと２検体を長時間接触させると，用量
依存的にクロニジン耐性の発生を抑制した。用量曲線は，左へシフトしてほとんど
クロニジン処置なしの対照群のレベルまでになった。」という実験方法及び実験結
果を記述したものである。
　　　　　他方，被告論文の④部分の意味内容も，ほぼ同旨の実験方法及び実験結
果を記述したものであると認められる。
　　　イ　しかしながら，原告論文の④部分には，特に原告の個性が表れた表現は
見当たらず，同部分は，前記実験方法及び実験結果を読者に一義的かつ明確に伝達
するために，一般的に用いられる表現を用いているにすぎないと認められる。
　　　　　また，文章の順序も，前記実験方法及び実験結果を論理的に表現するた
めには，原告論文の④部分のような順序で記述するのが通常であると認められる。
　　　　　そうすると，原告論文の④部分は，表現上の創作性があるとはいえな
い。
　　　ウ　また，前記イの点をおいても，原告論文の④部分と被告論文の④部分



は，例えば「添加した」という単語につき，原告論文は「administrated」，被告論
文は「applied」を用いており，「このときはクロニジンの収縮に何ら変化はなかっ
た。」という意味内容につき，原告論文は「showed no significant effect on 
clonidine」，被告論文は「did not show any significant effect on the action 
of clonidine」という表現を用いているなど，具体的な表現において異なったもの
となっていることが認められる。
　　　　　してみると，被告論文の④部分のうち，原告論文の④部分と同一性を有
する部分は，表現それ自体ではない部分（実験方法及び実験結果）にすぎず，他
方，上記相違点を考慮すれば，被告論文の④部分の表現から原告論文の④部分の表
現上の本質的な特徴を直接感得することはできないというべきであるから，原告論
文の④部分と被告論文の④部分は，表現上の本質的特徴の同一性があるということ
もできない。
　　(5)　⑤部分について
        原告論文の⑤部分と被告論文の⑤部分は，ほぼ同一の表現が用いられてい
るが，これらは，いずれも他の論文（Ramaswamy,S.;Pillai,N.P.; Gopalakrishnan, 
V.; Ghosh,M.N.Eur.J.Pharmacol. 1980, 68,205.）中の記載を引用ないし要約した
ものであると認められる。
　　　　また，原告論文の⑤部分と被告論文の⑤部分は，いずれも，「最近，摘出
平滑筋が耐性やその発生の検定に有用とされてきている」という自然科学上の知見
を記述したものであるが，原告論文の⑤部分には特徴的な表現が見当たらず，同部
分は，上記知見を読者に一義的かつ明確に伝達するために，一般的に用いられる表
現を用いているにすぎないから，原告論文の⑤部分の表現自体に創作性があるとは
認められない。
　　(6)　⑥部分について
   　　 原告論文の⑥部分と被告論文の⑥部分は，ほぼ同一の表現が用いられてい
るが，これらは，いずれも他の論文（Drew,G.M.Br.J.Pharmacol.1978,64,293及び
Colado,M.I.;Martin.M.I.J.Pharm.Pharmacol.1992,44,101）中の記載を参考にした
ものと認められるから，原告論文の⑥部分の表現自体に創作性があるとは認められ
ない。
　　(7)　⑦部分について
　　　ア　原告論文の⑦部分の意味内容は，「この結果，今回の研究は，摘出モル
モット回腸にクロニジンを長時間処理することはクロニジン耐性（クロニジンの回
腸収縮抑制作用が失われること）及びＡＣｈへの感受性向上を誘発することを明ら
かにした。」という自然科学上の知見を記述したものである。
　　　　　他方，被告論文の⑦部分（ただし，「In agreement with．．．」以下）
は，同旨の意味内容を含むものの，ＡＣｈへの感受性向上に関する言及はない。
　　　イ　しかしながら，原告論文の⑦部分には，特に原告の個性が表れた表現は
見当たらず，同部分は，前記自然科学上の知見を読者に一義的かつ明確に伝達する
ために，一般的に用いられる表現を用いているにすぎないと認められる。そうする
と，原告論文の⑦部分は，表現上の創作性があるとはいえない。
　　　ウ　また，前記イの点をおいても，原告論文の⑦部分の後段と被告論文の⑦
部分の後段は，英文の構文，個々の表現とも全く相違することが認められ，被告論
文の⑦部分のうち，原告論文の⑦部分と同一性を有する部分は，表現それ自体では
ない部分（自然科学上の知見）にすぎず，他方，被告論文の⑦部分の表現から原告
論文の⑦部分の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないというべきで
あるから，原告論文の⑦部分と被告論文の⑦部分は，表現上の本質的特徴の同一性
があるということもできない。
　　(8)　⑧部分について
        原告論文の⑧部分と被告論文の⑧部分は，ほぼ同一の表現が用いられてい
る部分があるが，原告論文及び被告論文には出典が明記されていることからすれ
ば，これらは，いずれも他の論文（Bentley,G.A.;Newton,S.H.;Starr,J.Br.　
J.Phamacol.1983,79,125.及び
Colado,M.I.;Martin.M.I.J.Pharm.Pharmacol.1992,44, 101.）中の記載を引用ない
し要約したものであると認められるから，原告論文の⑧部分の表現自体に創作性が
あるとは認められない。
　　(9)　⑨部分について
　　　ア　原告論文の⑨部分の意味内容は，「ウィタフェリンＡとＷＳ－４は，ク
ロニジンの短時間処理に対して何らモルモットの回腸の電気刺激による収縮に影響



を与えなかった」という実験結果ないし自然科学上の知見を記述したものである。
      　　他方，被告論文の⑨部分の意味内容も，ほぼ同旨の実験結果ないし自然
科学上の知見を記述したものであると認められる。
　　　イ　しかし，原告論文の⑨部分には特徴的な表現が見当たらず，同部分は，
前記実験結果ないし自然科学上の知見を読者に一義的かつ明確に伝達するために，
一般的に用いられる表現を用いているにすぎないものと認められる。
　　　ウ　以上によれば，原告論文の⑨部分は，表現上の創作性があるとは認めら
れない。
　　(10)　⑩部分について
　　　ア　原告論文の⑩部分の意味内容は，「モルモットの回腸端部（１．５～２
ｃｍ）をとり，１ｇの張力をかけて，以下の組成（ｍＭ）の生理栄養液を含む，い
わゆるマグヌス槽の中に酸素を飽和にして３７℃に保った。；ＮａＣｌ，１１９；
ＫＣｌ，４．７；ＣａＣｌ２，２．５；ＭｇＳＯ４，１．０；ＮａＨＣＯ３，２５；
ＫＨ２ＰＯ４，１．２；(+)-glocose，１１．１。β交感神経受容体の効果を除去す
るためにプロプラノール（１μＭ）を常に栄養液中に添加した。」という実験方法
の説明を記述したものである。
　　　　　他方，被告論文の⑩部分の意味内容も，ほぼ同旨の実験方法の説明を記
述したものである。
　　　イ　しかしながら，原告論文の⑩部分には，特に原告の個性が表れた表現は
見当たらず，同部分は，前記実験方法を読者に一義的かつ明確に伝達するために，
一般的に用いられる表現を用いているにすぎないと認められる。そうすると，原告
論文の⑩部分は，表現上の創作性があるとはいえない。
　　　ウ　また，前記イの点をおいても，原告論文の⑩部分と被告論文の⑩部分と
は，英文の構文が全く異なり，個々の表現及び使用された単語において相違するこ
とが認められ，被告論文の⑩部分のうち，原告論文の⑩部分と同一性を有する部分
は，表現それ自体ではない部分（実験方法）にすぎず，他方，被告論文の⑩部分の
表現から原告論文の⑩部分の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできない
というべきであるから，原告論文の⑩部分と被告論文の⑩部分は，表現上の本質的
特徴の同一性があるということもできない。
　　(11)　⑪部分について
　　　　原告論文の⑪部分と被告論文の⑪部分には，ほぼ同一の表現が用いられて
いる部分があるが，これらは，いずれも他の論
文（Bj.J.Pharmacol.,52.597-603(1974),P.598）中の記載を参考にしたものと認め
られるから，原告論文の⑪部分の表現自体に創作性があるとは認められない。
　　(12)　⑫部分について
　　　　原告論文の⑫部分と被告論文の⑫部分は，英文の構文，使用された単語と
も相違しており，類似しているとはいえない。
　　(13)　⑬部分について
　　　　原告論文の⑬部分は，一つの文章の一部にすぎず，創作性のある表現とは
いえない。
　　(14)　⑭部分について
        原告論文の⑭部分と被告論文の⑭部分は，英文の構文，使用された単語と
も相違しており，類似しているとはいえない。
　　(15)　表について
　　　　原告論文の表１及び表２と被告論文の表２は，表の形式や記載されたデー
タの種別等が全く相違しており，類似しているとはいえない。
　３　なお，原告論文の全体の構成と被告論文のそれとを対比してみても，原告が
類似点であると主張する部分の記載順序は，原告論文においては，①，⑥，⑩，
⑪，③，④，⑬，⑫，⑤，⑦，⑧，②，⑨，⑭であるのに対し，被告論文において
は，①，②，③，④，⑤，⑥，⑦，⑧，⑨，⑭，⑩，⑪，⑫，⑬であって，全く相
違している。（甲１，２）
　　　そして，他に被告論文が原告論文の複製ないし翻案であるとか，被告が原告
論文について原告が有する著作者人格権を侵害することを認めるに足りる的確な証
拠はない。また，原告が被告論文の共同著作者に当たるというべき証拠もない。
　４　その他，原審及び当審における当事者提出の各準備書面記載の主張に照ら
し，原審及び当審で提出，援用された全証拠を改めて精査しても，当審及び当審の
引用する原審の認定，判断を覆すほどのものはない。
　５　以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求はいず



れも理由がないから，これを棄却した原判決は相当であり，本件控訴は理由がな
い。
　　　よって，主文のとおり判決する。
　　　（口頭弁論終結の日　平成１７年２月３日）

　　　　　大阪高等裁判所第８民事部

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　　竹　　原　　俊　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　小　　野　　洋　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　中　　村          心


